
多 監 発 第 ２ ９ 号 

令和元年６月２５日  

多賀町長  久  保  久  良  様  

   

多賀町監査委員  寺  西  久  和  

多賀町監査委員  大  橋  富  造  

 

令和元年度定期監査の結果報告について    

        

地方自治法第１９９条第４項の規定に基づく定期監査を実施したので、

同法第１９９条第９項の規定により、監査の結果を次のとおり報告しま

す。  

 

記  

１．定期監査の期日  

   令和元年６月２５日  

  

２．定期監査の対象  

   総務課の令和元年度の事務事業の執行について  

   

３．監査の場所  

   役場３階図書室  

 

４．監査の主眼および方法  

   令和元年度に係る所管事務について、あらかじめ提出を求めた関係資  

料に基づき、財務と一般事務の処理状況等を担当課長から説明を受ける    

などの方法により実施した。  

 

５．監査の結果  

 多賀町役場処務規則等に基づく、総務課の財務に関する事務の執  行

および一般事務等に係る事務事業については、おおむね適正かつ効率的

に管理・執行され、全般的に良好であると認められた。  
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令和元年度定期監査の結果報告について    

        

地方自治法第１９９条第４項の規定に基づく定期監査を実施したので、

同法第１９９条第９項の規定により、監査の結果を次のとおり報告しま

す。  

 

記  

１．定期監査の期日  

   令和元年６月２５日  

  

２．定期監査の対象  

   総務課の令和元年度の事務事業の執行について  

   

３．監査の場所  

   役場３階図書室  

 

４．監査の主眼および方法  

   令和元年度に係る所管事務について、あらかじめ提出を求めた関係資  

料に基づき、財務と一般事務の処理状況等を担当課長から説明を受ける    

などの方法により実施した。  

 

５．監査の結果  

 多賀町役場処務規則等に基づく、総務課の財務に関する事務の執  行

および一般事務等に係る事務事業については、おおむね適正かつ効率的

に管理・執行され、全般的に良好であると認められた。  

   

 

 

 


